
いぶすき市議会だより第 40号の記事の補足説明について 

 

 平成 27年２月 16日発行のいぶすき市議会だよりに、下記について，説明

不足で誤解を招く表記がありました。お詫びいたします。 

 

・５頁の文教厚生委員会の主な委員会審査報告中の指宿市立図書館条例の一

部改正について 
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